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	整理番号

	
	



　　年　　月　　日
2023年度　ノーステック財団
デジタルヘルス事業化支援補助金　申込書

本書のとおり申請いたします。

【 申請企業の概要 】
	企　業　名
	代表者役職及び氏名（フリガナ）

	
	（　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	本社所在地
	〒


	補助事業
担当者・連絡先
	所属部署・役職：

（札幌市外本社企業の場合）
札幌市内の住所：

（フリガナ）
氏名：
電話番号：　　（　　）       　　E-mail：



【 事業の名称・概要 】
	事業の名称

	（30字程度）


	事業の概要（150字以内・字数厳守）





【 他の補助制度での実施（現在申請中のものを含む） 】
	□　実施中　　□　申請中　　□　実施・申請なし
	補助機関名
	
	補助制度名
	

	取組の名称
	

	補助期間
	　　年　月～　年　月
	補助金額
	

	本申請との
関連性・相違点
	


※複数ある場合は、欄を増やして記載してください。


※企業名・代表者・所在地、事業の名称・概要は、札幌市や当財団が作成する資料において紹介・公表いたします。知的財産戦略等において、公表に支障がある内容の記載はお控えください。
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【 事業テーマの詳細 】
	　背景、ニーズ、目的


	事業の内容・方法、スケジュール、達成目標


	補助期間終了後の展開、製品化・事業化の見通し
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【 企業シート 】
	(ﾌﾘｶﾞﾅ)
会社名
	


	本社所在地
	

	(ﾌﾘｶﾞﾅ)
代表者氏名
	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	ＴＥＬ
	
	ホームページURL
	

	資本金
	
	従業員数
（うち札幌市内）
	　　　　人　（　　　人）

	会社沿革
（創業・設立から現在までの商号変更、事業所の設置、業務提携、技術開発、助成金の受給実績、資本金の推移等）

	年   月
	　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　　　　容

	


	



	業　　種


	会社概要（主な事業内容）



	事業所（本社以外の主要な事業所と住所を記載して下さい。）



	決算及び従業員の状況
（単位：千円、人）
	
	前期
	2期前
	3期前

	売上高
	
	
	

	営業利益
	
	
	

	経常利益
	
	
	

	従業員数　※札幌市内
（うちパート・アルバイト）
	人
（　　人）
	　人
（　　人）
	人
（　　人）


　・
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【 プロジェクトメンバー（企業または大学・研究機関等に所属する技術者・研究者 】
	プ　　　ロ　　　ジ　　　ェ　　　ク　　　ト　　　メ　　　ン　　　バ　　　ー
	( ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ )
	
	年　齢
	歳

	
	職／氏　名
	／
	
	

	
	
	E-mail
	

	
	所属企業・機関名
	

	
	所属住所等
	〒


	
	
	TEL
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	主たる研究・
技術開発分野
	

	
	( ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ )
	
	年　齢
	歳

	
	職／氏　名
	／
	
	

	
	
	E-mail
	

	
	所属企業・機関名
	

	
	所属住所等
	〒


	
	
	TEL
	

	
	主たる研究・
技術開発分野
	

	
	( ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ )
	
	年　齢
	歳

	
	職／氏　名
	／
	
	

	
	
	E-mail
	

	
	所属企業・機関名
	

	
	所属住所等
	〒

	
	
	TEL
	

	
	主たる研究・
技術開発分野
	





[bookmark: _GoBack]（ 様式5 ）

【 事業費の内訳 】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：円）
	補　助　対　象
経　費　区　分
	補 助 対 象
経 費 総 額
	
	
	

	
	
	積　算　内　訳
（単価・数量・使用目的等）

	共同研究費
	
	

	原材料・消耗品費
	
	

	人　　件　　費
※デジタル技術者
の人件費のみ
	
	

	外　　注　　費
	
	

	産 業 財 産 権
等　出　願　費
	
	

	その他の経費
	
	

	補助対象経費
合 計 額 ①
	
	

	補 助 申 請
予  定  額
	
	※札幌市内本社の中小企業は①の2/3以内、札幌市内に事業活動の拠点を有する札幌市外本社企業や市内本社の大企業は①の1/2以内（千円未満切捨て）とし、申請上限額は250万円とする。



※消費税及び地方消費税の額は補助対象経費から除きますので、費用の積算において消費税等は減額して算定してください。

※パソコン、コンピュータ周辺機器、デジタルカメラ等の汎用物品は原則として補助対象外とします。
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【 そ　の　他 】
	



6

